




随意契約理由書

１ 委託業務名

おかやま文化芸術振興事業委託

２ 随意契約の相手方

       岡山市北区大供一丁目 1 番 1 号

 公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団

       理事長 繁定 昭男

３ 随意契約理由

本事業は、市民や文化芸術団体に発表の場及び鑑賞機会を提供する「岡山市芸術祭」、

子どもたちに文化芸術に触れる機会を提供する「チルドレン･ミート･アート･プログラ

ム」、ダンスによる新しい文化芸術を創造・発信する「ダンス・インキュベーション・

フィールド岡山」、文化事業のPR 展や作品展示を行う駅地下通路広場ショーケース展

示運営を行うものである。

これらを効果的に行うには、公平・中立な視点を有することはもちろんのこと、市

内で活動するジャンルも規模も様々な文化芸術団体の活動状況や芸術家・指導者等の

人材に関する情報に精通しており、それらの団体・人材との信頼関係が構築されてい

なければならない。また、学校現場とのつながりも欠かせない。さらに、バレエ・現

代舞踊などの専門家と連携しながら各ジャンルの枠を超えた新たな取り組みとなるよ

う調整ができなければならない。

この点、上記財団は、常日頃からおかやま国際音楽祭、岡山市芸術祭の両実行委員

会事務局として市内の様々な文化芸術団体とのつながりをもち、１００以上の文化芸

術団体と協働で事業展開を行っており文化芸術団体や芸術家・指導者の情報に精通し

たスタッフを有する。

また、舞台技術等専門知識をもったスタッフが文化芸術団体の公演や発表のサポー

トを積極的に行うなど、これらの団体からの信頼は非常に厚い。

さらに、子ども・青少年の育成に関しても学校アウトリーチ事業、岡山市ジュニア

オーケストラや市民の文芸の開催（文芸作品の公募コンテストでジュニアの部がある）

といった子ども・青少年向けの育成型文化事業をこれまで継続的に行っており、知見

と経験、学校現場との連携の実績を積み重ねている。

そして、ダンスを主体とする身体表現の舞台芸術活動を平成２３年度に開始し、指

導力を持つ複数分野の講師と連携するスキームが整っている。

以上のことから、上記財団は本事業を総合的に実現してゆくのに必要な情報、信頼

関係を有する人材があり、また学校現場及びダンス講師等との連携体制を確立し、し

かも公平な立場で事業を展開できる唯一の実施主体であり、上記財団に委託すること

が適当である。

（地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号及び岡山市契約規則第24条第2項第2 
号による）


